
災 害 支 援

地方公共団体とＪＳが「災害支援協定」「災害支援協定」「災害支援協定」「災害支援協定」を事前に締結。地震、集中豪雨

時及び噴火等により、下水道施設が被災した際には、災害時の各段階

に応じた災害支援を実施。

国土交通省地方整備局国土交通省地方整備局国土交通省地方整備局国土交通省地方整備局TECTECTECTEC----FORCEFORCEFORCEFORCEとの連携との連携との連携との連携

平成平成平成平成27年年年年5月月月月29日に近畿地方整備局と災害復旧支援に関する覚書を締結日に近畿地方整備局と災害復旧支援に関する覚書を締結日に近畿地方整備局と災害復旧支援に関する覚書を締結日に近畿地方整備局と災害復旧支援に関する覚書を締結

災害復旧支援活動の連携・強化災害復旧支援活動の連携・強化災害復旧支援活動の連携・強化災害復旧支援活動の連携・強化を推進。を推進。を推進。を推進。
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初動（無償支援）初動（無償支援）初動（無償支援）初動（無償支援） ※※※※応援（有償による支援）応援（有償による支援）応援（有償による支援）応援（有償による支援）
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下水道課との合同会議 仮設沈殿池等設置

※応援については、人件費・旅費及び緊急措置の実費を精算。

※応急工事及び本復旧工事がJS発注となる場合には、別途協定を締結。
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③災害支援

制度改正 ～新たな使命～

被災直後の支援


